
富士山南東消防組合人事行政の運営等の状況 
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１ 任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員採用者数（令和６年度中） 

区分 人数 

新 規 採 用 職 員  ５人 

再任用短時間勤務職員 ０人 

（注）再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員または暫定再任用短時

間勤務職員をいう。以下同じ。 

 

(2) 退職の状況（令和６年度中） 

区 分 定年退職 早期退職 自己都合 懲戒免職 死亡退職 合 計 

退職者数 ３人 ０人 ３人 ０人 ０人 ６人 

 

(3) 職員数（署所別）（令和６年４月１日現在）             （単位：人） 

区 分 合 計 

消防吏員 

消

防

正

監 

消

防

監 
消
防
司
令
長 

消

防

司

令 

消
防
司
令
補 

消

防

士

長 

消
防
副
士
長 

消

防

士 

合 計 260[10] 1 4 6 49 61[8] 56[2] 52 31 

消防長 1 1        

消防次長 1  1       

総務課 19[2]    4 5[2] 3 2 5 

予防課 10[2]   1 2 4[2] 2 1  

警防救急課 18[1]   1 7 6[2] 4   

 消防本部 10[1]   1 3 4[2] 2   

 指揮隊 8    4 2 2   

通信指令課 20[1]   1 6 5 4[1] 4  

三島消防署 89[2]  1 1 14 21[2] 17 23 12 

 消防署 61[2]  1 1 10 16[2] 9 16 8 

 北分署 18    2 2 6 6 2 

 錦田分遣所 10    2 3 2 1 2 

 中郷分遣所          

裾野消防署 65[1]  1 1 10 14 16[1] 15 8 

 消防署 37[1]  1 1 7 8 5[1] 8 7 

 伊豆島田分署 18    2 3 7 5 1 

 須山分遣所 10    1 3 4 2  

長泉消防署 37[1]  1 1 6 6[1] 10 7 6 

（注）[ ]は内数で再任用短時間勤務職員を示す。 
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(4) 再任用の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 採用者数 任期更新者数 

消防吏員 ０人 10人 

（注）上記職員は再任用短時間勤務職員を示す。 

 

(5) 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）              （単位：人） 

区分 
条例 

定数 
合計 

18 歳 

25 歳 

26 歳 

30 歳 

31 歳 

35 歳 

36 歳 

40 歳 

41 歳 

45 歳 

46 歳 

50 歳 

51 歳 

55 歳 

56 歳 

60 歳 

61 歳 

以上 

人数 
252 260 

[10] 

26 35 48 36 25 36 23 21 

 

10 

[10] 

（注）［ ］は内数で再任用短時間勤務職員を示す。 

参考：年齢別職員構成比グラフ 

 

２ 人事評価の状況 

  人事評価制度は、地方公務員法第 23 条の規定に基づき、人事管理の基礎とするほか、

職員の能力向上を図り、意識改革を進めるとともに、組織目標の達成と職場内のコミュニ

ケーションを活性化させることを目的として実施しています。 

 

３ 給与の状況 

(1) 令和６年度人件費の状況（令和６年度決算） 

住民基本台帳人口 

（令和６年４月１日） 

歳出総額 

（A） 
実質収支 

人件費 

（B） 

人件費率 

（B）/（A） 

人 千円 千円 千円 ％ 

197,934 3,211,643 80,439 2,332,179 72.6 

（注）住民基本台帳人口は、三島市、裾野市及び長泉町の合計である。 
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(2) 令和６年度職員給与費の状況（令和６年度決算） 

職員数 

(A) 

給与費 一人当たり 

給与費 

（B）/（A） 
給料 職員手当 

期末手当 

勤勉手当 

計 

（B） 

人 千円 千円 千円 千円 千円 

250 1,011,256 383,574 433,787 1,828,617 7,315 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費を含んでいるが、職員数に

は当該職員を含まない。 

 

(3) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

39.5歳 320,300 円 426,890 円 

（注）１ 平均給料月額とは、職員の基本給の平均である。 

２ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給

与実態調査において明らかにされているものである。 

３ 再任用短時間勤務職員は含まない。 

 

(4) 職員の初任給の状況（令和６年度） 

区分 初任給の額 

大学卒 207,400 円 

短大卒 191,700 円 

高校卒 176,100 円 

（注）区分の「短大卒」は、２年制の短期大学とする。 

 

(5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

大学卒 276,222 円 357,600 円 397,833 円 － 

短大卒 266,367 円 348,800 円 397,200 円 － 

高校卒 － － 361,067 円 389,867 円 

（注）１ それぞれの経験年数に該当する職員の平均額である。 

２ 該当する職員がいない場合は－で表示している。 
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(6) 行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1 号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

8 級 
1 消防長の職務 

2 消防次長又は参事の職務 
３人 １％ 388,300 円 469,600 円 

7 級 

1 課長又は消防署長の職務 

2 課長、副参事又は消防副署長

の職務 

11 人 ４％ 340,800 円 459,100 円 

6 級 
統括主幹、課長補佐、室長、当直

司令、分遣所長又は主幹の職務 
52 人 20％ 306,900 円 425,500 円 

5 級 係長、副分遣所長又は主任の職務 27 人 10％ 277,600 円 424,700 円 

4 級 

1 消防司令補の職務 
2 高度の知識又は経験を必要と

する消防士長の職務 
51 人 20％ 265,500 円 409,500 円 

3 級 

1 消防士長の職務 

2 高度の知識又は経験を必要と

する消防副士長の職務 

67 人 26％ 244,200 円 352,400 円 

2 級 

1 消防副士長の職務 

2 高度の知識又は経験を必要と

する消防士の職務 

38 人 15％ 196,000 円 312,000 円 

1 級 消防士の職務 11 人 ４％ 162,100 円 263,900 円 

 

 

(7) 期末手当・勤勉手当（令和６年度） 

富士山南東消防組合 国 

一人当たり平均支給額(令和６年度) 

1,669 千円 
－ 

(令和６年度支給割合) 

    期末手当     勤勉手当 

     2.5 月分     2.1 月分 

     (1.4)月分     (1.0)月分 

(令和５年度支給割合) 

    期末手当     勤勉手当 

     2.5 月分     2.1 月分 

     (1.4)月分     (1.0)月分 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算  5％～20％ 

・管理職加算 15％～25％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役 職 加 算  5％～20％ 

・管理職加算 15％～25％ 

（注）（）は再任用短時間勤務職員における割合を示す。 

(8) 退職手当（令和６年度） 

富士山南東消防組合 国 

(支給率)   自己都合   応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分  24.586875月分 

勤続 25 年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分      47.709 月分 

最高限度額  47.709 月分      47.709 月分 

その他加算措置  定年前早期退職特例措置 

(2％～45％加算) 

(退職時特別昇給  制度なし  ) 

一人当たり平均支給額    24,215 千円 

(支給率)   自己都合   応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分  24.586875月分 

勤続 25 年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分      47.709 月分 

最高限度額   47.709 月分     47.709 月分 

その他加算措置  定年前早期退職特例措置 

(2％～45％加算) 
 

（注）支給月数は、静岡県市町総合事務組合の規定に基づくものである。 
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(9) 地域手当（令和６年度） 

支給実績（令和６年度決算） 63,856 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 255,422 円 

支給率 ６％ 

支給対象職員数 250人 

 

(10)特殊勤務手当（令和６年度） 

支給実績（令和６年度決算） 23,884 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 114,825 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 83.2％ 

手当の種類（手当数） ３ 

手当の名称 
対象 

職員 
主な支給対象業務 

令和６年度 

支給実績 
支給単価 

深夜勤務手当 

消防 

吏員 

交替制勤務を行う者のうち、深夜(午

後 10 時から翌日の午前 5 時までを

いう。)に消防業務に従事した者 

11,729 千円 
1 勤務につき 

500 円 

救急出動手当 救急業務に従事した者 8,452 千円 
1 件につき 

250 円 

救急救命士手当 
救急救命士法による救急救命士免許

を有し、救急業務に従事した者 
3,703 千円 

1 件につき 

250 円 

 

(11)時間外勤務手当（令和６年度） 

支給実績 職員一人当たり平均支給年額 

54,005 千円 251千円 

（注）職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度月１

日現在の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員

を除く。）である。 

 

(12)その他の手当（令和６年度） 

手当名 
内容及び 

支給単価 

国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

一人当たりの 

平均支給年額 

扶養手当 

次表参照 

同  44,351 千円 268,789 円 

住居手当 同  63,856 千円 305,285 円 

通勤手当 一部異なる 支給額 22,938 千円 106,191 円 

管理職手当 異なる 支給額 8,652 千円 786,546 円 

休日勤務手当 同  96,731 千円 491,018 円 

夜間勤務手当 同  16,364 千円 78,673 円 

単身赴任手当 同  360 千円 360,000 円 
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手当名 内容及び支給単価 

扶養手当 

扶養親族のある職員 

・配偶者  6,500 円 

・子    10,000 円 

・父母等  6,500 円 

・16 歳に達する年度の初めから満 22 歳の年度末までの子一人につき 5,000

円加算 

住居手当 
自らが借受け月額 27,000 円を超える家賃・間代を支払っている職員 

最高支給限度額 28,000 円 

通勤手当 

通勤のために交通機関や自動車等を使用することを常例とする職員 

＜交通機関等利用者の場合＞ 

最長期間の定期代相当額を支給 

＜交通用具使用者の場合＞ 

算出方法距離に応じた基準額及び駐車場代相当額 

2 ㎞以上  5 ㎞未満  2,000 円       35 ㎞以上 40 ㎞未満 21,600 円 

5 ㎞以上 10 ㎞未満  4,200 円       40 ㎞以上 45 ㎞未満 24,400 円 

10 ㎞以上 15 ㎞未満  7,100 円       45 ㎞以上 50 ㎞未満 26,200 円 

15 ㎞以上 20 ㎞未満 10,000 円       50 ㎞以上 55 ㎞未満 28,000 円 

20 ㎞以上 25 ㎞未満 12,900 円       55 ㎞以上 60 ㎞未満 29,800 円 

25 ㎞以上 30 ㎞未満 15,800 円       60 ㎞以上           31,600 円 

30 ㎞以上 35 ㎞未満 18,700 円     

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員のうち、富士山南東消防組合職員の管理職

手当に関する規則で指定する職を占める職員 

月額： 

1 種 77,400 円  

2 種 72,700 円(消防次長・参事) 

66,400 円(課長・消防署長) 

 3 種 62,300 円  

4 種 59,500 円  

休日勤務手当 

祝日法による休日及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務

を命ぜられた職員 

1 時間当たりの支給額：勤務 1 時間当たりの給与額×135/100 

夜間勤務手当 
正規の勤務時間(午後 10 時～翌日の午前５時)として深夜に勤務した職員 

１時間当たりの支給額：勤務１時間当たりの給与額×25/100 

単身赴任手当 

勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、転居し、やむ

を得ない事情により同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを

常況とし、距離制限を満たす職員 

宿日直手当 
宿日直勤務を命ぜられた職員 

１回あたり：2,200 円～6,600 円 

 

(13)特別職の報酬の状況 

区分 報酬額等 

管 理 者 39,000 円（年額） 

副管理者 36,000 円（年額） 

監査委員 7,500円（日額） 

議 長 13,000 円（日額） 

副 議 長 12,000 円（日額） 

議 員 11,000 円（日額） 
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４ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間の状況 

  ア 毎日勤務職員 

開始時刻 終了時刻 １日の勤務時間 １週間の勤務時間 

午前８時 30 分 午後５時 15分 ７時間 45分 38時間 45分 

 

  イ 交替制勤務職員 

開始時刻 終了時刻 １日の勤務時間 １週間の勤務時間 

午前８時 30 分 翌午前８時 30分 15時間 30分 38時間 45分 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況 

一人あたり平均使用日数 １２．３日 

 

(3) 特別休暇等の導入状況 

種類 取得要件 

病気休暇 ア 公務上の負傷若しくは傷病又は通勤による負傷若しくは疾病 

イ 結核性疾患 

ウ 上記ア、イ以外の負傷又は疾病 

特別休暇 ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 

イ 証人等として国会等へ出頭する場合 

ウ 骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血管細胞移植のため末しょう血管細胞を提

供する場合 

エ 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 

オ 結婚する場合 

カ 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 

キ 妊娠中又は出産後１年以内の職員が健康検査等を受ける場合 

ク 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑を回避する場合 

ケ 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

コ 妊娠中の職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められ

る場合 

サ 産前休暇 

シ 産後休暇 

ス 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる

授乳等を行う場合 

セ 配偶者が出産する場合 

ソ 配偶者の出産により職員が、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子を養育する場合 

タ 負傷又は疾病により職員の看護を必要とする場合 

チ 要介護者の介護を行う場合 

ツ 親族が死亡した場合 

テ 父母または配偶者の追悼のための特別な行事に参加する場合 

ト 夏季休暇 

ナ 地震その他の災害により現住居が滅失損壊した場合 

ニ 地震その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 

ヌ 地震その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 

ネ 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である

場合 

ノ 感染症の予防上必要な場合 

介護休暇  負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合 

（注）取得要件は、「富士山南東消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「富

士山南東消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則」により定められている。 
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５ 休業に関する状況 

育児休業及び部分休業の取得者数（令和６年度） 

区分 人数 

育児休業 ８人 

部分休業 ０人 

 

６ 分限及び懲戒の状況（令和６年度） 

区分 種類 人数 内容 

分限処分 

免職 ０人 地方公務員法第 27 条第２項及び第 28

条に基づき、職員の勤務実績がよくな

い場合や心身の故障の場合に、公務能

率の維持向上と公務の適正な運営の

確保のために、免職、降任、休職また

は降給の不利益処分を行う。 

休職 ０人 

降任 ０人 

降給 ０人 

懲戒処分 

免職 ０人 地方公務員法第 27 条第３項及び第 29

条に基づき、法令等の違反や全体の奉

仕者としてふさわしくない非行があ

った職員の道義的責任を追及し、規律

の保持と秩序の維持を図るためのも

のであり、免職、停職、減給または戒

告の不利益処分を行う。 

停職 ０人 

減給 ０人 

戒告 ０人 

 

７ 服務の状況 

(1) 服務規律遵守のための取り組み（令和６年度） 

取組内容 綱紀の保持及び服務規律の確保の徹底に関する周知の発出 

 

(2) 職務専念義務の免除 

免除の対象となる

主な場合 

ア 研修を受ける場合 

イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

ウ 上記のほか、任命権者が定める場合 

（注）「職務専念義務の特例に関する条例」により定められている。 

 

(3) 兼職又は兼業の許可状況（令和６年度） 

許可件数 主な許可事例 

20件 部活動における外部指導等 

（注）上記の許可は、地方公務員法第 38 条第１項に基づくものである。 

 

(4) 事業者等との接触に関する承認件数（令和６年度） 

許可・ 

承認件数 

内容 

会食 旅行 講演・寄稿 その他 

５件 ５件 ０件 ０件 ０件 
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８ 退職管理の状況 

  地方公務員法第 38 条の２及び第 38 条の６第２項に規定されている職員の退職管理の

適正の確保について、「富士山南東消防組合職員の退職管理に関する条例」及び「富士山

南東消防組合職員の退職管理に関する規則」を制定し、離職前に課長職以上に就いていた

職員に対し、離職後２年間、営利企業等に就職した情報の届け出を義務付けている。 

 

区分 件数 

届出件数 ０件 

 

９ 研修の状況（令和６年度） 

研修概要 受講人数 

消 防 大 学 校 

幹部科 １人 

警防科 １人 

査察業務マネジメントコース １人 

救助科 ０人 

新任教官科 ０人 

県 消 防 学 校 

初任科 ５人 

中級幹部科 ２人 

初級幹部科 ２人 

救助科 ４人 

警防科 ４人 

予防査察・危険物科 ４人 

救急科 ４人 

火災調査科 ４人 

実践的大規模災害対応講習 １人 

指令センター員講習 １人 

講師派遣（救助科、救急科、予防査察・危険物科

等） 
22人 

救 急 救 命 研 修 所 救急救命士養成研修 ３人 

資 格 取 得 等 

玉掛け技能講習、小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習、 

小型船舶、衛生管理者、伐木等業務従事者特別教

育追加講習、CR テロ初動セミナー、 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、安

全運転講習、高所作業車運転技能講習 

46人 

その他人材育成研修 市町職員広域研修、県市町村振興協会研修 等 ９人 

自己啓発 費用助成 大型自動車第一種免許取得、予防技術検定 等 11人 
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10 福祉及び利益の保護の状況 

(1) 定期健康診断の実施状況（令和６年度） 

区分 対象者数 受診者数 受診率 

定 期 健 康 診 断 
257人 

177人 68.9％ 

人間ドック（希望者） 80人 31.1％ 

特定業務従事者等健康診断 206人 206人 100.0％ 

     （注）県庁等への派遣職員を含まない。 

(2) 公務災害等の認定状況（令和６年度中） 

区分 認定件数 

公 務 災 害 １件 

通 勤 災 害 ０件 

 

(3) その他の主な福利厚生事業の概要 

福利厚生事業は、静岡県市町村職員共済組合により、主に３つの事業を行っています。 

事 業 概 要 

短期給付事業（医療） 
病気・ケガ、出産、休業、災害、死亡などの際に、組合員と

その家族に必要な給付を行います。 

長期給付事業（年金） 
組合員の退職、障害、死亡の際に、年金や一時金の受付審査

を行います。 

福 祉 事 業 
疾病予防・健康保持増進に関する事業や住宅資金等の貸し付

けなどを実施します。 

 

11 公益通報制度の運用状況（令和６年度中） 

富士山南東消防組合では、職員等が内部の不正行為等を通報した際に、職員等が不利益

な取り扱いを受けることのないよう、また、職員等の法令遵守を推進し、適法かつ公正な

組合運営に資することを目的として、公益通報の窓口を設置しています。富士山南東消防

組合職員等公益通報実施要綱（平成 28年３月 31日制定）第７条の規定に基づき、運用状

況について次のとおり公表します。 

 

(1) 外部通報（富士山南東消防組合外部の労働者からの通報） 

受付件数 受理件数 調査実施 是正措置 

０件 ０件 ０件 ０件 

 

(2) 内部通報（組合内部の職員などからの通報） 

受付件数 受理件数 調査実施 是正措置 

０件 ０件 ０件 ０件 

 

12 公平委員会の業務の状況（令和６年度中） 

 区 分 件 数 

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件 

不利益処分についての不服申し立ての状況 ０件 

職員の苦情の状況（上記該当分を除く） ０件 


